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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転可能な像担持体と、前記像担持体上にトナー像を形成するための像形成部と、をそ
れぞれ備える複数の像形成ユニットと、
　前記複数の像形成ユニットを冷却する風を発生させる送風手段と、
　を有し、前記複数の像形成ユニットが並んで配置された画像形成装置において、
　前記複数の像形成ユニットのうち隣り合う２つの像形成ユニットの間の空間に設けられ
、前記送風手段により発生した風が流れる向きを変更する風向き変更部材を有し、
　前記風向き変更部材によって、前記送風手段により発生した風が、前記像担持体の回転
軸方向において前記空間の両端から中央へ流れることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記風向き変更部材は前記像形成ユニットに対向する像形成ユニット対向部を備え、
　前記像形成ユニット対向部と前記像形成ユニットとの間の隙間は、前記回転軸方向の両
端から中央に向かうにつれて広くなっていることを特徴とする請求項１に記載の画像形成
装置。
【請求項３】
　前記像担持体上に形成されたトナー像を記録材上に転写するためのベルトを有し、
　前記風向き変更部材は前記ベルトに対向するベルト対向部を備え、前記ベルト対向部と
前記ベルトとの間の隙間は、前記回転軸方向の両端から中央に向かうにつれて広くなって
いることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
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【請求項４】
　前記回転軸方向において前記複数の像形成ユニットを両端から挟むように配置された２
つの側板を有し、
　前記風向き変更部材は、前記２つの側板を前記回転軸方向で連結するステー部材である
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記２つの側板には、夫々像形成ユニットを位置決めする位置決め部が設けられており
、
　前記送風手段により発生した風が、前記位置決め部に供給されることを特徴とする請求
項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記像形成ユニットの上方に配置され、前記像担持体上に形成されたトナー像を記録材
上に転写するためのベルトを有し、
　前記送風手段は、前記像担持体の回転軸方向に関して前記ベルトの略中央に対応する位
置に配置され、
　前記送風手段により発生した風は、前記回転軸方向において、前記ベルトの両端の外側
を通り、前記空間の両端へ流れることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記送風手段により発生した風が通るダクトを有し、
　前記空間は複数存在し、前記ダクトには複数の前記空間の前記回転軸方向両端にそれぞ
れ対向して設けられた開口部が形成されており、
　前記ダクトは、前記ベルトの上方で前記送風手段により発生した風を、前記回転軸方向
における前記ベルトの両側に向かって分岐させ、前記開口部から複数の前記空間の前記回
転軸方向両端に供給することを特徴とする請求項６に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート等の記録材上に画像を形成する機能を備えた、例えば、複写機、プリ
ンタなどの画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置では、精密な技術を利用して画像形成動作を行っている為、連続動作に伴
って装置内が過昇温した場合、影響が生じる要素が存在する。その中でも、特に影響を考
慮すべきものが、トナー像の形成に関わる作像部（画像形成部、プロセスカートリッジ、
トナーカートリッジ、像形成ユニット）である。
　作像部には、現像ローラへのトナー供給量を規制する現像ブレードや、転写プロセス後
に、感光ドラムに残留した未転写トナーを回収するクリーニングブレードなど、摺擦摩擦
に伴い発熱する要素が存在する。トナーは熱によって溶融する性質を持つ為、これらの要
素の温度を所定温度以下に維持しなければ、昇温によってトナー物性が変化し、ブレード
先端やドラム面等にトナーの塊が融着する場合がある。この現象は、作像プロセスの妨げ
となり、画像不良という形で表面化する。
　同様の問題は、作像部のトナーの収容・供給に関わるエリア全般について該当し、画像
形成装置の駆動部や定着器、電気基板など、周囲からの熱影響を含めて過昇温を防止しな
ければ、これらカートリッジの寿命を通じて、画像品質を保証する事は難しい。
【０００３】
　作像部が一つしかないモノクロ製品の場合、作像部周辺の空間的な制約が少ないため、
冷却風路を構成する自由度が高く、上記問題を比較的容易に回避する事ができる。
　これに対し、作像部が複数並ぶカラー製品の場合、図７に示すように作像部７０が直方
体であると仮定すると、次に示すように風路構成上の制約が非常に大きい。すなわち、作
像部の周囲を囲む６面のうち、隣接する作像部により２面（７１，７２）、中間転写ベル
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トにより１面（７３）、レーザスキャナにより１面（７４）、作像部を駆動する駆動部に
より１面（７５）と、計５面を塞がれる。このため、風路構成上の制約が非常に大きくな
る。
【０００４】
　近年の画像形成装置の小型化に伴い、装置を構成する部品やユニットの空間密度が高ま
ってきており、この制約はさらに厳しくなってきている。機内の過昇温防止の設計思想と
しては、大きく２タイプに分類される。その１つは、「動作保証環境のいかなる条件で連
続動作させた場合でも安全温度を超えないだけの、十分な機内冷却性能を持たせる」方法
である。他の１つは、「機内温度検知手段によって機内温度状態を検出し、安全温度を超
える前に、昇温がそれ以上進行しない安全な動作モードに切り替える」方法である。画像
形成装置に十分な冷却能力を持たせられる場合は前者、そうでない場合は後者の設計思想
を採用する事になる。
　近年のカラー製品では、先述の通り風路構成上の制約が大きくなる一方、駆動部や摺擦
部の発熱に影響する印字スピードは徐々に高速化しており、発熱量に対して十分な冷却能
力を確保する事が難しくなっている。その結果、後者の方法を選択しているケースが多い
。後者の設計思想を選択した場合でも、安全な動作モードに切り替わった際の、画像形成
のスループット（生産性）低下をいかに抑制するかが、製品性能として非常に重要となる
ため、装置冷却性能を極限まで高める事が求められる。
【０００５】
　カラー製品の機内昇温問題を取り巻くこれらの制約の中で、従来は、以下に説明するよ
うな、大きく分けて２種類の手法を用いて、作像部の冷却を行っている。その１つは、図
８に示すように、作像部８０の内部に、感光ドラム８５に沿った一方向の風の流れを形成
する手法である。この手法では、作像部の長手方向の一端側からファンで冷却風を供給し
、他端側から別のファンで排気する構成（特許文献１参照）が代表的である。なお、ファ
ンを片側だけに配置する構成も存在する。他の１つは、作像部の両端に放熱手段を設け、
該放熱手段に対して冷却風を当てる事により、両端部から放熱させる手法（特許文献２参
照）である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２６８５２８号公報
【特許文献２】特開２００５－１７３３３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、これらの従来技術には、作像部の冷却効率が低く、製品に要求される冷
却性能を満足する事が困難であったり、冷却効率の低さを風量で補うために、多くのファ
ンが必要となったりする課題が存在する。以下に具体的に説明する。
【０００８】
　前者の従来構成（ドラムに沿った一方向冷却）の場合、以下の２点が、冷却効率低下の
主要因となっている。（図８参照）
・風路下流側における風速・風量の低下
・風路下流側における冷却風の温度上昇
　作像部内は、レーザスキャナ８４からのレーザ照射の為の空間や、現像器の当接離間の
為の空間など、多くの開放部が存在し、閉じた風路を形成する事ができない。よって、作
像部８０の一端に供給された冷却風Ａは、これらの開放部から機内へと拡散してしまい、
感光ドラム８５全域できれいな流れを形成できない。また、風路下流側に作像部の駆動ユ
ニット８１が位置する場合、空間的な制約により、理想的な排気ルートを確保する事が困
難となるため、駆動ユニット８１が冷却風の拡散を助長する風路抵抗となる。これらの影
響により、風路下流側ほど風速・風量が低下する。
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　この問題を緩和する方法には、特許文献２の実施例のように、吸気側以外に排気側にも
ファンを設けて、風の拡散を抑制する手法が知られている。しかし、排気側のファンは、
作像部以外のエリアの熱も吸引するため、期待通りの冷却効果を得る事は容易ではない。
【０００９】
　また、冷却風は、作像部の熱を奪う過程で徐々に温度が上昇する。一方向の風の流れで
冷却する構成では、下流側ほど冷却風の温度が高くなるために冷却効果が低下し、作像部
の軸方向に渡って、大きな温度分布勾配が生じる。この温度分布の最大差は、すなわち画
像形成装置を構成するフレーム８２，８３の温度差（前奥温度差）に相当する。一般的に
、作像部８０はドラムの軸方向両端で画像形成装置のフレーム８２，８３に位置決めされ
る。フレームの前奥温度差は、作像部位置決め部の熱膨張量の差につながり、隣接する作
像部間の位置決め部の間隔に前後差が生じる。この差は、カラー製品における「色ズレ問
題」として出力画像に現れる。ここで、図８において、８６は中間転写ベルトユニット、
８７は一次転写ローラ、８８は中間転写ベルトを示している。
【００１０】
　後者の従来構成（作像部両端から放熱）の場合も、以下の２点の理由により、冷却効率
を高める事が難しい。
・作像部の各要素は、形状的に伝熱効果を高めにくい
・作像部両端に、十分な放熱部を確保する事が困難
　一般的に、作像部を構成する要素は、長手寸法に対して断面積が非常に小さい「細長い
形状」である。そのため、長手中央部の発熱は、両端部に効率よく伝達されず、放熱によ
る冷却効果が得られにくい。画像形成装置の対応メディア幅が広ければ広いほど、この影
響は顕著となり、両端部からの放熱は困難になる。
　また、放熱部には、放熱に寄与する表面積を有する放熱部材を設ける必要があるものの
、多くの要素が密集して配置される作像部において、十分な大きさの放熱部材を設けるこ
とは容易ではない。特に、作像部と駆動ユニットとのインタフェース側については、多く
の駆動カップリングや電気接点がレイアウトされるため、空間的な制約は非常に大きく、
同時に、そこへ冷却風を供給する事も容易ではない。
　以上の通り、従来技術には冷却効率を高める上での大きな制約が存在するため、この課
題を解決し得る冷却手法の開発が求められている。
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、複数の像形成ユニットがベルトに沿って並
んで配置された画像形成装置において、装置内部に生じる温度差を低減し、従来よりも大
幅な冷却効率の向上を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために本発明にあっては、
　回転可能な像担持体と、前記像担持体上にトナー像を形成するための像形成部と、をそ
れぞれ備える複数の像形成ユニットと、
　前記複数の像形成ユニットを冷却する風を発生させる送風手段と、
　を有し、前記複数の像形成ユニットが並んで配置された画像形成装置において、
　前記複数の像形成ユニットのうち隣り合う２つの像形成ユニットの間の空間に設けられ
、前記送風手段により発生した風が流れる向きを変更する風向き変更部材を有し、
　前記風向き変更部材によって、前記送風手段により発生した風が、前記像担持体の回転
軸方向において前記空間の両端から中央へ流れることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、複数の像形成ユニットがベルトに沿って並んで配置された画像形成装
置において、装置内部に生じる温度差を低減し、従来よりも大幅な冷却効率の向上を図る
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】実施例１に係る画像形成装置の概略構成を示す断面図
【図２】図１において１点鎖線で切断した場合の断面Ｘにおける概略図
【図３】実施例１のプロセスカートリッジ周囲の冷却風の流れ方を示す図
【図４】実施例２に係る画像形成装置の概略構成を示す断面図
【図５】図４において１点鎖線で切断した場合の断面Ｙにおける概略図
【図６】実施例２のプロセスカートリッジ周囲の冷却風の流れ方を示す図
【図７】従来技術において作像部周辺の空間的制約について説明する図
【図８】従来技術における作像部の冷却構成について示す図
【図９】図１において１点鎖線で切断した場合の断面Ｘにおける概略図
【図１０】プロセスカートリッジ周囲の冷却風の流れ方を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を例示的に詳しく説明する。た
だし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状それらの相対配置な
どは、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、こ
の発明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のものではない。
【実施例１】
【００１５】
　図１～図３を用いて、本発明の実施例１を説明する。図１は、本実施例に係る画像形成
装置の概略構成を示す断面図である。
　プリンタ本体（画像形成装置本体）１の上部には、イエロー・マゼンタ・シアン・ブラ
ック（以下、省略してＹ，Ｍ，Ｃ，Ｋとする）計４色の一次画像を形成する為の、作像ス
テーションがレイアウトされている。
　ＰＣ等の外部機器から送信されてきた印刷データは、プリンタ本体１を制御するコント
ローラで受信され、書き込み画像データとしてレーザスキャナ１０へ出力される。レーザ
スキャナ１０は感光ドラム１２上へとレーザを照射し、書き込み画像データに従った光像
を描く。本実施例の画像形成装置では、一つのレーザスキャナ１０でＹ，Ｍ，Ｃ，Ｋの各
感光ドラムへのレーザ照射を行う構成を採用している。
【００１６】
　作像ステーションには、Ｙ，Ｍ，Ｃ，Ｋの各色に対応して、１次画像を形成する為の作
像部（像形成ユニット）としてのプロセスカートリッジ４２（図中４２Ｙ，４２Ｍ，４２
Ｃ，４２Ｋで示す）が配置されている。複数のプロセスカートリッジは、中間転写ベルト
３４の移動方向に沿って並んで配置されている。本実施例においては、中間転写ベルト３
４は、複数のプロセスカートリッジの上方に配置されている。ここで、各プロセスカート
リッジにおける構成及び動作は、用いるトナーの色が異なることを除いては実質的にそれ
ぞれ同じである。このため、図１では、プロセスカートリッジ４２Ｙを構成する部材にの
み符号を付し、プロセスカートリッジの構成及び動作について以下に説明する。
【００１７】
　プロセスカートリッジ４２は、回転可能な像担持体としての感光ドラム１２、帯電器１
３、現像器１４、クリーナ（図示せず）などから構成される。ここで、帯電器１３は、感
光ドラム１２の表面に均一な帯電を施すためのものである。また、現像器１４は、帯電器
１３により帯電された感光ドラム１２の表面にレーザスキャナ１０が光像を描く事で作成
された静電潜像を、中間転写ベルト３４へ転写すべきトナー像に現像するためのものであ
る。また、クリーナは、トナー像を転写した後、感光ドラム１２に残留したトナーを除去
するためのものである。ここで、帯電器１３、レーザスキャナ１０、現像器１４、クリー
ナは、感光ドラム１２上にトナー像を形成するための像形成手段（感光ドラム１２に作用
するプロセス手段、像形成部）を構成するものである。プロセスカートリッジ４２として
は、このプロセス手段のうちの少なくとも１つと感光ドラム１２とが、一体的にカートリ
ッジ化され、プリンタ本体１に対して着脱可能とされるとよい。
　感光ドラム１２の対向位置には、感光ドラム１２の表面に現像されたトナー像を中間転
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写ベルト３４に転写するための転写部材としての一次転写ローラ３３が配置されている。
【００１８】
　中間転写ベルト３４に転写（１次転写）されたトナー像（１次画像）は、その後、２次
転写部でシート等の記録材上へ再転写（２次転写）される。すなわち、中間転写ベルト上
に転写されたトナー像は、中間転写ベルト３４の駆動ローラを兼ねる２次転写ローラ３１
と、対向する２次転写外ローラ２４とで構成される２次転写部で、記録材上へ再転写され
る。２次転写部で記録材へ転写されずに中間転写ベルト３４上に残留したトナーは、中間
転写ベルトクリーナ１８によって回収される。
【００１９】
　給送部２０は、記録材搬送の最上流に位置し、プリンタ本体１の下部に設けられている
。給送トレイ２１に積載収納されている記録材は、給送部２０によって給送されると、搬
送パス２２を通り、下流側へと搬送される。搬送パス２２には、レジストローラ対２３が
配置され、ここで最終的な記録材の斜行補正と、作像部での画像書き込みと記録材搬送の
タイミング合わせが行われる。
【００２０】
　作像部の下流側には、記録材上のトナー像を永久画像として定着するための定着ローラ
２５が設けられている。そして、その下流には、記録材をプリンタ本体１から排出するた
めの排出ローラ２６へと続く排出搬送パスと、両面プリント時に記録材の搬送方向を反転
させるための反転ローラ３５を有する反転パスとが設けられている。いずれのパスへと記
録材を導くかは、反転フラッパ３６を切り替える事で選択可能になっている。
　片面プリント及び両面プリントの２面目に関しては、記録材は排出搬送パスへと導かれ
、排出ローラ２６によって機外へ排出される。排出された記録材は、プリンタ本体１の上
部に設けられた排出トレイ２７に積載される。
【００２１】
　一方、両面プリントの１面目の記録材に関しては、反転パスへと導かれた後、反転ロー
ラ３５によって搬送方向を反転され、作像部へ戻る為の両面搬送パス２８へと搬送される
。両面搬送パス２８には、反転ローラ３５によって反転搬送されてきた記録材を作像部へ
と再給送するための両面搬送ローラ２９が設けられている。
【００２２】
　以下に、本実施例におけるプロセスカートリッジ周辺の冷却構成について説明する。プ
リンタ本体１の左側面（図１の紙面左側の側面）には、１つのファン４０が設けられてお
り、外気を機内へ取り込むことができる。プロセスカートリッジ４２の長手方向における
ファン４０の位置は、中間転写ベルト３４の該長手方向略中央に対応する位置である。フ
ァン４０の下流には、排出トレイ２７と中間転写ベルト３４の間に分岐部材としてのダク
ト４１が設けられている。ダクト４１の内部には、整流板（図示せず）が設けられており
、冷却風を装置の前奥２方向へと分岐させるとともに、各プロセスカートリッジの周辺に
対する送風量が適正になるように規制している。上記のようにファン４０を配置し、装置
の前と奥の２方向へ分岐させることにより、分岐後に装置の前に流れる冷却風と装置の奥
に流れる冷却風の送風量を略同じにすることができ、装置の前奥で冷却ムラができること
を防いでいる。
　ここで、プリンタ本体１に関して「前」とは図１の紙面手前側（感光ドラム１２の回転
軸方向（感光ドラム１２、プロセスカートリッジ４２の長手方向）のうち一方側）をいう
。また、「奥（後ろ）」とは図１の紙面奥側（感光ドラム１２の長手方向のうち他方側）
をいう。プリンタ本体１を図１の紙面右側から見た場合には、左側が「前」となり、右側
が「奥」となる。ファン４０及びダクト４１は、中間転写ベルト３４と、複数の感光ドラ
ム１２との間にそれぞれ存在する空間のうち、感光ドラム１２の長手方向両端部に向かう
空気（冷却風、風）を発生させる。ファン４０及びダクト４１は、複数のプロセスカート
リッジ４２を冷却する風を発生させる送風手段を構成している。
【００２３】
　図２に、図１において１点鎖線で切断した場合の断面Ｘにおける概略図を示す。図２に
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示す矢印は、冷却風の流れを表している。
　ダクト４１内部で分岐した冷却風は、ダクト開口部４１ａより、次のような空間（隙間
、風路）に導かれ、プロセスカートリッジ４２の長手方向両端側（回転軸方向両端側）か
ら長手方向中央部（回転軸方向中央）へ向けて供給される。それは、前側板４４と後側板
４５、中間転写ベルトユニット３０、プロセスカートリッジ４２の三者によって壁面を構
成される隙間（空間、風路）３７である。またそれは、隣り合う２つのプロセスカートリ
ッジ４２の間の空間（隙間３７及び後述する隙間３８を含む）である。ここで、前側板４
４と後側板４５は、プリンタ本体１のフレーム（枠体）を構成する側板のうち、長手方向
においてプロセスカートリッジ４２を両端から挟むように配置された側板である。また、
図１に示すように、ダクト開口部４１ａは、複数存在する隣り合う２つのプロセスカート
リッジ４２の間の空間のそれぞれに対向して設けられている。このことにより、隙間３７
へ効率良く冷却風を届けることができる。また、ダクト４１を用いて、プロセスカートリ
ッジ４２の長手方向における中間転写ベルトユニット３０の両端の外側を通り、隙間３７
へ冷却風が供給される風路となっている。このような風路であれば、中間転写ベルト３４
の隙間３７を構成する部分には直接的に冷却風が当たりにくいので、中間転写ベルト３４
上のトナー像を乱しにくい。
【００２４】
　冷却風は、この空間を通過する際、前側板４４と後側板４５の冷却も行い、両者の温度
差を抑制する。これにより、前後側板４４，４５の熱膨張差に起因するカラー画像の色ズ
レを抑制することができる。
　また、前後側板４４，４５には、プロセスカートリッジ４２を位置決めするための位置
決め部が設けられており、ファン４０により送風された冷却風が、この位置決め部に供給
されるように構成されている。これにより、位置決め部において熱膨張量に差が生じてし
まうことを抑制できるので、隣接するプロセスカートリッジ間の位置決め部の間隔に前後
差が生じてしまうことを抑制することができ、カラー画像の色ズレを抑制することができ
る。
　各作像ステーションのプロセスカートリッジに対し、どの位置にどの程度の冷却風を供
給するかは、プリンタ本体１内の熱分布特性などに応じて最適化する。
【００２５】
　互いに隣接する（隣り合う）プロセスカートリッジの間には、中間転写ベルト３４と対
向する位置に、前側板４４と後側板４５を連結するステー部材４３が設けられている。ス
テー部材４３は、プロセスカートリッジ４２との間で隙間を形成するように設けられてい
る。なお、ステー部材４３は、プロセスカートリッジ４２を装置本体へ着脱する際のガイ
ド部として機能する。また、互いに隣接するプロセスカートリッジ４２の間には、ファン
４０により送られた冷却風を隙間３７から最終的に装置外部（機外）へ排気するための排
気空間４６が形成されている。
【００２６】
　隣り合う２つのプロセスカートリッジ４２の間の空間のうち、ステー部材４３とプロセ
スカートリッジ４２との間に設けられた隙間３８は、中間転写ベルト３４側（隙間３７側
）から排気空間４６側へ向けた風路になっている。このステー部材４３を設けたことによ
り、隙間３７、隙間３８の長手方向全域へ空気（冷却風）が流れ、プロセスカートリッジ
４２の長手方向中央部をこの冷却風によって冷却することができる。
　このようにステー部材４３は、隙間３７から隙間３８を通って排気空間４６へ流れる空
気の量を、排気空間４６における長手方向の全域で一定となるように規制する。また、ス
テー部材４３は、ファン４０により発生した風が隙間３７、隙間３８の長手方向中央部ま
で流れるよう、ファン４０により発生した風の流量を規制する。ここで、ステー部材４３
は流量規制部材に相当する。また、間にステー部材４３が設けられた隣り合う２つの像形
成ユニットに対して、ステー部材４３は、それぞれが隙間を介して対向する対向部（対向
面）を備え、前記対向部と前記像形成ユニットとの間に流れる風の流量を規制している。
　このステー部材４３によって、隙間３７、隙間３８の形状が、画像形成動作時に、プロ
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セスカートリッジ４２を構成する各要素（構成部材）の温度分布が、長手方向（感光ドラ
ム１２の回転軸方向）でなるべく均等化されるようになっている。本実施例では、隙間３
７、隙間３８の長手方向全域で均等に冷却風が流れるよう、冷却風の供給風量に対して十
分に狭い寸法で全域均等にしている。このように、流量規制部材であるステー部材４３は
、風の流量を規制することにより、ベルトユニット３０の両側を下方のカートリッジに向
かって流れてきた冷却風の流れる向きを感光ドラム１２の回転軸方向に変更している。こ
のように冷却風の流れる向きを変更することにより、隙間３７、隙間３８の長手方向全域
で均等に冷却風が流れるようにしている。換言すれば、ステー部材４３は冷却風の流れる
向きを変更する風向き変更部材としても機能している。
　また、図９、図１０に示すように、長手方向両端部に対して長手方向中央部の隙間を広
くする事で、長手方向中央部へ冷却風が流入し易くする形状としてもよい。
　図９は、図１の断面Ｘにおける断面図である。この図のように、ステー部材４３の中間
転写ベルトに対向する中間転写ベルト対向部（ベルト対向部、対向面）４３ａに、長手方
向両端部から中央部に向かうにつれて中間転写ベルト３４との間の距離が大きくなるよう
なテーパ形状の部分を設けている。これにより、隙間３７は長手方向両端部から長手方向
中央部に向かうにつれて広くなる隙間となっている。
　また、図１０は、プロセスカートリッジ周囲の冷却風の流れ方を示す斜視図である。こ
の図のように、ステー部材４３のカートリッジに対向するカートリッジ対向部（像形成ユ
ニット対向部、対向面）４３ｂに、長手方向両端部から中央部に向かうにつれてプロセス
カートリッジ４２との間の距離が大きくなるようなテーパ形状の部分を設けている。これ
により、隙間３８は長手方向両端部から長手方向中央部に向かうにつれて広くなる隙間と
なっている。
　このようにしても、隙間３７、隙間３８の長手方向全域へ空気（冷却風）が流れ、プロ
セスカートリッジ４２の長手方向中央部をこの冷却風によって冷却することができる。な
お、上述したステー部材４３のテーパ形状は、中間転写ベルト対向部４３ａ、及び、カー
トリッジ対向部４３ｂに設けてもよい。また、プロセスカートリッジ４２側にテーパ形状
を設けて、プロセスカートリッジ４２とカートリッジ対向部４３ｂとの間の距離が大きく
なるようにしてもよい。
【００２７】
　排気空間４６へ流出した冷却風は、プリンタ本体１内部のユニット間や部品間の隙間を
経由して機外に排気される。プリンタ本体１の前側（フロント側、図にＦで示す）はカー
トリッジ交換ドアや外装の隙間を経由して排出される。また、プリンタ本体１の奥側（リ
ア側、図にＲで示す）は、装置駆動部４７や電装部を経由しつつ、これらの熱源の排熱を
伴って、背面カバーに設けられた排気ルーバから排出される。なお、レーザスキャナ１０
の光学系に対する飛散トナー付着を防止する観点から、排気空間４６からレーザスキャナ
１０の周辺空間に対する空気の流入は規制されている。例えば、図示しない別のファンに
よってレーザスキャナ空間の気圧を高く維持する事により、この方向の空気の移動を防止
できる。
【００２８】
　本実施例の作像部冷却構成における、プロセスカートリッジ４２周囲の冷却風の流れ方
（冷却風路）を、図３に示す。冷却風は、まず、自己昇温する要素が集中する感光ドラム
１２周辺に沿って、プロセスカートリッジ４２の長手方向中央付近まで流入する。この際
、冷却風は、感光ドラム１２周辺の要素の熱を直接的に奪うため、より効率の良い冷却が
為される。また、この冷却風の流れによって、長手方向前奥の温度差が抑制されると共に
、要素両端付近からの放熱効果により、長手方向の温度分布も均一化される。
【００２９】
　プロセスカートリッジ４２とステー部材４３の隙間を介した、中間転写ベルト３４側か
ら排気空間４６側へ向けた空気の流れは、プロセスカートリッジ４２全体を包み込むよう
に流れる。また、排気空間４６から機外へ向かう流れは、プロセスカートリッジ４２の長
手中央から前奥２方向へと、すなわち「プリンタ本体１の内から外へと向かう空気の流れ
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」を形成する。これらの冷却風の流れは、プロセスカートリッジ全体を均等に冷却する効
果を生むと同時に、定着器や装置駆動部、電装部といった隣接する外部ユニットから、プ
ロセスカートリッジ４２に向けた熱の流入を遮断する。
【００３０】
　上述のように、複数の作像部を有する画像形成装置に対し、作像部の冷却構成へ本発明
を適用する事により、従来よりも大幅な冷却効率の向上を実現することができるとともに
、従来技術が有していた弊害をも解消する事ができる。
　そして、作像部と転写部の間の空間に対して、作像部の両端から冷却風を供給すると共
に、隣接する作像部間に設けた排気風路に対して風量を規制しながら排気する事により、
次の特徴を有する冷却風路を形成する事ができる。
・作像部の長手方向中央部付近にまで冷却風を供給でき、バランスの良い冷却が可能（中
央部における熱淀みを防止）。
・作像部の主要発熱部である感光ドラム周辺の要素（現像ブレード、クリーニングブレー
ド等）を、直接的に冷却可能。
・作像部全体を包み込むような風の流れによって、作像部を均等に冷却可能となるととも
に、隣接する作像部間の熱淀みも解消可能。
・排気ルートに関しては、画像形成装置の内部と外部の圧力差により、作像部中心から画
像形成装置外側へ向けた「内から外」の流れが形成される。これにより、外部熱源から作
像部への熱の進入が遮断される。
【００３１】
　本発明に基づく冷却風路が持つこれらの特徴により、以下の効果が得られる。
・少ない風量でも、より大きな冷却効果が得られる。
・色ズレの要因となる、側板における作像部周辺温度の長手方向前奥差を解消できる。
・ファンを１つとすることができるので、複数のファンを用いていた従来に対してファン
が削減可能となり、製品の小型化や省電力化、静音化にも寄与する。
　画像形成装置に対して、小型化・省電力化・静音化といった環境性能と、動作パフォー
マンスの両立が強く求められている中、本発明がもたらす効果は大きい。
【実施例２】
【００３２】
　以下、実施例２について、図４～６を用いて説明する。なお、本実施例に係る画像形成
装置は、作像部の冷却構成以外の構成は、実施例１と共通である。このため、これらの個
所の説明は省略するとともに、共通する要素に関しては、同一の符号を用いる。
　図４は、本実施例に係る画像形成装置の概略構成を示す断面図である。図５は、図４に
おいて１点鎖線で切断した場合の断面Ｙにおける概略図を示す。図６は、本実施例の作像
部冷却構成における、プロセスカートリッジ４２周囲の冷却風の流れ方を示す図である。
【００３３】
　プリンタ本体１のフレームを構成する前側板４４及び後側板４５には、中間転写ベルト
ユニット３０を脱着するためのＩＴＢガイドレール５１が、それぞれ設けられている（本
実施例では、図４の右方向へ脱着可能な構成を採用）。
　ＩＴＢガイドレール５１と、前側板４４及び後側板４５それぞれの間にはダクト５１ａ
が形成されている。そして、ダクト５１ａには、中間転写ベルト３４とプロセスカートリ
ッジ４２の間の空間（隙間３７）に向けた複数の開口部５１ｂが設けられている。プリン
タ本体１の左側面には、１つのファン４０が設けられており、外気を機内へ取り込むこと
ができる。ファン４０による送風は、前後側板４４，４５にそれぞれ設けられたＩＴＢガ
イドレール５１内のダクト５１ａに向けて、分岐して送られる。
【００３４】
　冷却風は、複数の開口部５１ｂへと風量を規制されつつ導かれ、複数の開口部５１ｂか
ら、中間転写ベルト３４とプロセスカートリッジ４２の間の空間へと供給される。冷却風
は、このダクト５１ａを通過する際、前側板４４と後側板４５を冷却し、両者の温度差を
抑制する。これにより、前後側板４４，４５の熱膨張差に起因するカラー画像の色ズレを
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抑制することができる。
　各プロセスカートリッジ４２に対して、どの位置にどの程度の比率で冷却風を供給する
かについては、プリンタ本体１内の熱分布特性などに応じて最適化する。
【００３５】
　本実施例においては、互いに隣接するプロセスカートリッジ４２それぞれにおいて、中
間転写ベルト３４に対向する位置に、相互間の隙間３８を所定寸法に規制する為の規制形
状（対向部）５３ａ，５３ｂが設けられている。ここで、規制形状５３ａ，５３ｂは、隣
り合う２つのプロセスカートリッジ４２の間の空間において、隙間３８を介して対向して
いる。
　そして、隣り合うプロセスカートリッジ４２の規制形状５３ａ，５３ｂで規制（形成）
された隙間３８は、中間転写ベルト３４側から排気空間４６側へ向けた風路になっており
、その流量が規制されている。そして、その隙間形状は実施例１同様、画像形成動作時の
プロセスカートリッジ各要素の温度分布が、長手方向でなるべく均等化されるようになっ
ている。
　排気空間４６へ流出した冷却風は、実施例１同様、プリンタ本体１内部のユニット間や
部品間の隙間を経由して機外に排気される。
【００３６】
　本実施例の作像部冷却構成における、プロセスカートリッジ周囲の冷却風の流れ方につ
いては、基本的には実施例１と同様である。また、実施例１と同様に、プロセスカートリ
ッジ４２と中間転写ベルト３４との間の隙間３７が長手方向両端部から長手方向中央部に
向かうにつれて広くなるよう、プロセスカートリッジ４２の形状を工夫してもよい。
　また、２つの隣り合うプロセスカートリッジ４２の間の隙間３８が、長手方向両端部か
ら長手方向中央部に向かうにつれて広くなるよう、プロセスカートリッジ４２の形状を工
夫してもよい。
　実施例１では、中間転写ベルト３４側から排気空間４６へ向かう、プロセスカートリッ
ジ全体を包み込む風の流れを、ステー部材４３とプロセスカートリッジ４２で規定される
隙間を介して生みだしていた。これに対し、本実施例の構成では、プロセスカートリッジ
４２に設けられた規制形状５３ａ，５３ｂで規定される隙間を介して、上記のようなプロ
セスカートリッジ全体を包み込む風の流れを生みだしている。
　本実施例においても、実施例１で説明した効果と同様の効果を得ることができる。
【００３７】
　［その他の実施例］
　本発明を適用可能な構成としては、上記２つの実施例の構成に限定されるものではない
。
　先述の実施例では、一つのファンの送風を、プロセスカートリッジ４２の長手方向両端
部へ分岐させて供給する構成を示したが、これに限るものではなく、各端部に対してそれ
ぞれ別々のファンで送風する構成であっても良い。実施例１では、排出トレイ２７と中間
転写ベルト３４の間の空間に送風用のダクト４１を設ける構成を示したが、中間転写ベル
ト３４に対して冷却風を隔離して送風する構成に限定されるものではない。例えば、中間
転写ベルト３４の表面がダクト４１の風路壁を兼ねる構成であっても構わない。このよう
な構成によれば、冷却風に対して中間転写ベルト３４の表面が露出するので、中間転写ベ
ルト３４の冷却が為され、間接的にプリント動作中のプロセスカートリッジ４２の温度上
昇をより抑制することができる。
【００３８】
　また、先述の実施例では、中間転写方式の画像形成装置について説明したが、これに限
るものではない。すなわち、複数の像担持体上にそれぞれ形成されたトナー像を、記録材
搬送ベルトに担持搬送された記録材上に転写させる方式の画像形成装置においても、本発
明を好適に適用することができる。
【符号の説明】
【００３９】
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　１０…レーザスキャナ　１２…感光ドラム　１３…帯電器　１４…現像器　３７，３８
…隙間　４０…ファン　４２…プロセスカートリッジ
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